
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

「アイ･エー 経営者通信 」送付のご案内           
⽴春の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引⽴て

を賜り厚くお礼申し上げます。今月も「アイ・エー経営者通信」をお届けします 

1 月１日 傷病⼿当⾦改正  

＜改正前＞ 傷病⼿当⾦の受給期間は 1 年 6 か月。これは 1 年 6 か月間で働けない期
間、⽀給されるという意味です。例えば、過去に精神疾患で 2 か月休んで傷病⼿当⾦
を受給していた方が 2 年後に再発した場合は傷病⼿当⾦が受給できません。1 年 6 か
月を超えてしまったので受給できないということになります。 
＜改正後＞ ⽀給期間は、通算 1 年 6 か月となりました。上記の方も受給できること
になります。上記の例は、実際には 2 か月の病気は治癒しており、新たな病気として
新規で傷病⼿当⾦の申請をすることになると思われます。以前に受給していた方につ
いて、令和 2 年 7 月 2 ⽇以降に傷病⼿当⾦の⽀給が開始された方は対象になります。
それより前に傷病⼿当⾦を受給していた方は対象外です。令和 3 年 12 月 31 ⽇時点
で、⽀給開始から 1 年 6 か月を経過していない方が対象です。 
＜改正の趣旨＞現在、ガン治療のために⼊退院を繰り返すなど、⻑期間に渡って療養
のため休暇を取りながら働くケースが増えています。治療と仕事の両⽴により、より
柔軟な所得保障を⾏うことで⽣活の安定を図ることが目的です。 

45,000 人 
2020 年のガン診断者数が、前年より 9.2％減ったそうです。主な 5 種のガンで約
45,000 人の診断が遅れたと推計され、進⾏してから⾒つかるケースの増加が懸念され
ています。2021 年も同様の傾向がみられ、健診受診者数が減った影響と思われます。 

8 万人…全国で新たに確認された新型コロナ感染者数 
執筆時点で上記の通り、感染者数の拡大が連⽇報道されています。昨年末はこのまま
収まるのでは︖と思っていたのも束の間。医療関係従事者の方々のご苦労には頭が下
がりますが、これ以上ご負担を掛けないよう、出来る対策は徹底し⾃らが罹患しない
ようにしつつ…。コロナ対応していない病医院は、逆に受診者が激減しているところ
も多いようです。あえて、今この時期に病院に⾏こうという気持ちにはなりにくいと
思いますが、それでも健診は定期的に受けるよう心掛けてください。多くの病気は、
何よりも早期発⾒が大切です。では今月もよろしくお願い申し上げます。 

 

 

～トピックス～ 

先日、マクドナルドのドライブスルー

で「セットのポテトはＳサイズのみに

なります」と言われました。そういえ

ば、最近ニュースで見たけど、本当

だったんだなと思いました。 

昨年 11月、カナダのバンクーバー

における 100年に一度と言われる

ほどの大水害の影響だそうです。

米、加両国を生産地とするポテトを、

バンクーバーから船に積めず、同じ

船便の複数の国に影響が出ている

とのこと。ちなみにこの水害の遠因

は昨年夏の山火事なのだそうです。 

寒くなると献血者数が減ると聞いた

ことがあります。最近ではコロナ禍で

さらに落ち込んでいると聞きます。し

かも、人が集まるところに赴く献血車

を出せない状況もあるそうです。輸

血用血液の不足が心配です。 

風が吹くと桶屋が儲かると聞いたこ

とがあります。噴火や津波などの天

災、コロナなど不測の事態の影響は

速く広く大きくなりました。東ヨーロッ

パの情勢も、きっと日本に影響を及

ぼすことになるでしょう。 

直接か間接かに関わらず、全てのも

のが原因になったり、影響を受けた

りしていることは間違いなさそうで

す。地球は小さくなりました。（浅井） 

料金別納郵便 
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経
営
者
通
信

   

―
あ
な
た
か
ら
の
情
報
と
し
て
経
営
者
に
―

ワン
ポイント

2月 （如月）FEBRUARY

日 月 火 水 木 金 土

11日・建国記念の日　23日・天皇誕生日
◆  2月の税務と労務

2 2022（令和4年）

納税地の異動に伴う質問検査権　法人税等の調査での質問検査権は、これまで納税地
の所轄国税局又は税務署職員に限られていたため、調査着手後に納税地の異動を繰り返
す「調査逃れ」が見受けられました。これを防止するため昨年7月から、このような場合
でも旧納税地の所轄税務署等職員が引き続き質問検査権を行使できるようになっています。

国　税／ 令和3年分所得税の確定申告
 2月16日～3月15日

（還付申告は申告期間前でも受け付けられます）
国　税／ 贈与税の申告 2月1日～3月15日
国　税／ 1月分源泉所得税の納付 2月10日
国　税／ 12月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 2月28日
国　税／ 6月決算法人の中間申告 2月28日
国　税／ 3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合） 2月28日
国　税／ 決算期の定めのない人格なき社団等の法人

税の確定申告及び納付 2月28日
地方税／ 固定資産税（都市計画税）の第4期分の納付

 市町村の条例で定める日

うめ

 ・ 

 6 

13 

20 

27 

 ・ 

 7 

14 

21 

28 

 1 

 8 

15 

22 

 ・ 

 2 

 9 

16 

23 

 ・ 

 3 

10 

17 

24 

 ・ 

 4 

11 

18 

25 

 ・ 

 5 

12 

19 

26 

 ・



2 月号─2

　
長
期
間
の
新
型
コ
ロ
ナ
に
伴
う
飲

食
店
の
営
業
自
粛
に
つ
い
て
、
東
京

の
飲
食
店
等
で
は
昨
年
10
月
１
日
に

「
酒
の
提
供
は
午
後
８
時
ま
で
、
営

業
は
９
時
ま
で
可
」
と
緩
和
さ
れ
ま

し
た
。

　
そ
の
際
、
テ
レ
ビ
番
組
で
こ
の
件

が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

司
会
者
　「
従
来
は
酒
の
提
供
は
７

時
、
８
時
に
閉
店
と
い
っ
た
制
限

だ
っ
た
。
緩
和
に
よ
り
１
時
間
ず

つ
伸
び
た
と
い
っ
て
も
、
お
店
に

よ
っ
て
は
９
時
、
10
時
と
酒
の
提

供
時
間
、
閉
店
時
間
を
ズ
ル
ズ
ル

と
延
ば
し
て
し
ま
う
店
が
多
い
の

で
は
な
い
か
？
」

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
・
A
教
授（
専
門
・

行
動
経
済
学
）　「
時
間
を
き
ち
ん

と
守
ろ
う
と
す
る
店
も
近
隣
の
他

店
が
規
則
を
破
っ
て
い
る
と
な
れ

ば
、
営
業
時
間
が
守
ら
れ
ず
、
ま

た
、
コ
ロ
ナ
感
染
者
が
増
加
す
る

恐
れ
は
あ
る
」

　
　「
こ
の
こ
と
は
、
人
は
10
を
得

す
る
（
営
業
時
間
を
１
時
間
延
長

し
10
時
ま
で
）
の
と
、
10
損
す
る

（
９
時
ま
で
の
営
業
）
場
合
を
比

較
す
る
と
、
損
を
す
る
10
は
10
で

な
く
、
20
と
感
じ
て
し
ま
う
の
で

す
（
同
じ
額
で
も
損
失
側
の
価
値

の
変
化
幅
が
大
き
い
＝
行
動
経
済

学
で
い
う
プ
ロ
ス
ペ
ク
ト
理
論
）。

規
則
を
守
ろ
う
と
す
る
店
は
、
当

面
の
損
失
ば
か
り
で
な
く
、
自
分

の
店
の
客
を
コ
ロ
ナ
禍
の
時
ば
か

り
で
は
な
く
、
今
後
も
他
所
に
行

っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と

不
安
に
駆
ら
れ
る
」

　
　「
こ
の
た
め
国
や
自
治
体
は
、

11
月
ま
で
コ
ロ
ナ
感
染
者
が
現
状

を
上
回
ら
な
け
れ
ば
、
さ
ら
に
営

業
時
間
を
延
長
す
る
だ
ろ
う
。
自

治
体
担
当
者
は
従
来
通
り
見
回

り
、
違
反
者
に
は
勧
告
す
る
と
と

も
に
従
わ
な
い
店
は
公
表
す
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
っ
か
り
徹

底
す
べ
き
で
し
ょ
う
」

　
　
A
教
授
は
経
済
学
に
つ
い
て
い

ま
や
「
経
済
学
は
、
現
実
の
人
間
行

動
を
対
象
と
し
て
分
析
し
、
あ
ら
ゆ

る
方
面
に
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
」
と

言
い
ま
す
。

　
で
は
、
今
ま
で
の
経
済
学
（
伝
統

経
済
学
）
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の

か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
実
は
、
そ
う
で
は
な
か

っ
た
の
で
す
。
個
々
の
経
済
主
体（
個

人
、
企
業
）
が
合
理
的
に
選
択
す
る

（
人
間
の
内
部
の
一
面
で
あ
る
合
理

性
に
基
づ
く
）と「
仮
定
」し
て
、
そ

の
前
提
の
上
に
理
論
を
構
築
し
て
い

た
の
で
す
。

　
話
を
元
に
戻
し
ま
し
ょ
う
。
A
教

授
は
テ
レ
ビ
番
組
で
、
合
理
的
主
体

を
前
提
と
し
た
伝
統
経
済
学
か
ら
リ

ア
ル
な
人
間
行
動
を
分
析
対
象
と
す

る
行
動
経
済
学
の
立
場
で
説
明
し
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
行

動
経
済
学
は
、
人
間
の
内
部
理
解
に

努
め
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
く
心
理

学
的
色
彩
の
強
い
学
問
で
す
。

　「
え
っ
、
こ
れ
が
経
済
学
？
」と
思

わ
れ
る
く
ら
い
、
日
常
生
活
の
行
動

は
行
動
経
済
学
で
説
明
で
き
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
（
厳
密
に
は
実
験
経

済
学
、
神
経
経
済
学
、
ゲ
ー
ム
理
論

等
も
あ
り
ま
す
が
省
略
し
ま
す
）。

行
動
経
済
学
の
使
え
る
範
囲
は
、
広

い
で
す
が
、
こ
こ
で
は
３
事
例
を
紹

介
し
て
い
き
ま
す
。

１

　マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
で
の
活
用

〈
事
例
１
〉

　
家
電
小
売
T
社
の
テ
レ
ビ
コ
マ

ー
シ
ャ
ル
「
今
買
え
ば
甲
商
品
と
乙

商
品
が
何
と
×
×
円
を
値
引
き
し
○

○
円
で
す
。
さ
ら
に
丙
商
品
も
お
付

け
し
、
値
段
は
△
△
で
す
。
た
だ
し

今
か
ら
30
分
以
内
に
注
文
頂
い
た
方

に
限
っ
て
の
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
直
ぐ

に
お
電
話
下
さ
い
！
」

　
商
品
の
価
格
が
安
く
な
る
と
き

に
、「
今
、
買
う
と
こ
れ
だ
け
お
得

で
す
ヨ
」
と
訴
え
る
か
、「
今
、
買

わ
な
い
と
こ
れ
だ
け
損
を
し
ま
す
ヨ
」

と
い
う
表
現
に
す
る
か
。
こ
の
と
き
、

損
失
の
方
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
大
き
い

わ
け
で
す
。
た
だ
し
、
注
意
事
項
と

し
て
一
回
限
り
の
行
動
に
つ
い
て
は

損
失
の
方
が
は
る
か
に
強
力
に
効
き

ま
す
が
、
何
度
繰
り
返
し
て
も
効
果

が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
損

失
が
強
調
さ
れ
て
い
く
の
は
つ
ら
い

事
な
の
で
、
習
慣
形
成
に
は
利
得
の

方
が
効
く
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

お
得
感
を
伝
え
つ
つ
、
さ
ら
に
「
い

つ
い
つ
ま
で
は
こ
の
価
格
で
す
」
と

言
わ
れ
る
よ
り
、「
い
つ
い
つ
ま
で

ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る

　行
動
経
済
学
の
活
用



3─2月号

し
か
こ
の
価
格
で
買
え
な
い
」
と
言

い
ま
す
。「
じ
ゃ
あ
急
い
で
買
わ
な

き
ゃ
」
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
も
損
失

フ
レ
ー
ム（
行
動
経
済
学
の
分
析
）を

使
っ
て
注
目
を
集
め
る
戦
略
で
す
。

〈
事
例
２
〉

　
日
常
の
買
い
物
の
選
択
に
は
多
く

の
場
合
、
相
対
性
が
影
響
す
る
と
見

ら
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
相
対
価

値
を
思
い
浮
か
べ
て
買
い
物
を
す
る

と
い
う
場
合
、
相
対
価
値
と
は
、
元

の
提
示
価
格
を
も
と
に
商
品
の
価
値

を
見
積
も
っ
て
価
格
を
比
較
し
易
く

す
る
方
法
で
す
。

　
例
え
ば
、
①
９
０
０
円
の
ワ
イ
シ

ャ
ツ
、
②
定
額
１
５
０
０
円
の
4
割

引
「
お
つ
と
め
品
・
わ
ず
か
９
０
０

円
！
」の
表
記
が
あ
り
ま
す
。

　
値
札
に
ど
ん
な
文
字
が
書
か
れ
て

い
よ
う
が
、
９
０
０
円
は
９
０
０
円

の
ワ
イ
シ
ャ
ツ
で
す
。
確
か
に
そ
う

で
す
が
、
相
対
性
が
心
の
深
く
に
作

用
す
る
せ
い
で
、
2
枚
の
ワ
イ
シ
ャ

ツ
は
同
等
に
見
え
な
い
。
買
う
人
な

ら
②
を
選
ぶ
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
こ
と
は
合
理
的
行
動
と
は
言

え
ま
せ
ん
。
私
達
は
モ
ノ
や
サ
ー
ビ

ス
の
価
値
を
、
そ
れ
単
体
で
は
測
れ

な
い
こ
と
が
多
い
。
ま
し
て
、
家
の

外
装
を
塗
料
す
る
、
医
療
、
子
供
の

学
費
等
価
値
を
直
接
評
価
す
る
等
が

難
し
い
時
、
競
合
商
品
や
サ
ー
ビ
ス

は
別
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
比
較
し
ま
す
。

〈
事
例
３
〉

　
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
一
つ
と
し
て

顧
客
向
け
に
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
て

い
る
お
店
を
多
く
見
ま
す
。

　
こ
の
時
、「
目
標
勾
配
仮
説
」
を

使
う
と
効
果
が
上
が
り
ま
す
。
同
仮

説
に
よ
る
と
、
人
は
目
標
に
近
づ
く

ほ
ど
達
成
す
る
た
め
に
多
く
の
努
力

を
払
う
よ
う
に
な
る
傾
向
が
あ
る
、

と
分
析
し
ま
す
。
例
え
ば
、
ス
タ
ン

プ
10
個
で
コ
ー
ヒ
ー
一
杯
が
飲
め
る

カ
ー
ド
は
、
ス
タ
ン
プ
が
10
個
に
近

づ
く
に
つ
れ
て
来
店
頻
度
が
上
が
る

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

興
味
深
い
実
験
が
あ
り
ま
す
。

　
片
方
の
グ
ル
ー
プ
に
は
ス
タ
ン
プ

10
か
所
押
す
カ
ー
ド
を
、
も
う
片
方

に
は
12
個
の
ス
タ
ン
プ
が
必
要
だ
が

す
で
に
2
か
所
押
さ
れ
て
い
る
カ
ー

ド
を
渡
し
ま
す
。
必
要
な
ス
タ
ン
プ

数
は
同
じ
で
す
が
、
後
者
の
方
が
よ

り
ゴ
ー
ル
に
前
進
し
て
い
る
と
感
じ

ら
れ
る
の
で
、
コ
ー
ヒ
ー
の
購
入
頻

度
が
高
か
っ
た
の
で
す
。

２

　マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
の
活
用

　
B
教
授
は
、
学
生
が
〝
ど
う
も
毎

回
、
同
じ
よ
う
な
席
に
座
っ
て
授
業

を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？
〞

と
感
じ
、
B
教
授
の
研
究
室
に
出

入
り
し
て
い
る
学
生
の
手
を
借
り

て
、
次
の
実
験
を
し
ま
し
た
。

　
席
数
が
２
５
０
席
の
教
室
を

「
a
」
か
ら
「
i
」
ま
で
９
つ
の
ゾ
ー

ン
に
分
け
、〝
ど
の
辺
の
席
に
座
る

学
生
が
成
績
が
優
秀
な
の
か
、
ど
の

ゾ
ー
ン
が
勉
強
を
し
た
く
な
い
学
生

が
座
る
の
か
〞、
で
す
。

　
結
果
は
、
優
秀
な
ゾ
ー
ン
は
「
d
」

と「
f
」、
良
く
な
い
ゾ
ー
ン
が「
i
」。

B
教
授
は
「
i
」
は
授
業
中
で
も
途

中
か
ら
抜
け
て
い
く
学
生
が
多
い
の

で
予
想
通
り
で
し
た
が
、
予
想
が
大

き
く
外
れ
た
の
は「
b
」ゾ
ー
ン
で
す
。

　
そ
こ
で
、「
b
」
の
学
生
に
聞
く

と
「
一
生
懸
命
に
や
ろ
う
と
気
持
ち

に
し
ば
り
を
か
け
て
い
る
」
と
い
う

こ
と
で
す
。

　
ヤ
ル
気
は
ス
ゴ
イ
が
、
能
力
が
追

い
つ
か
な
い
こ
と
も
分
っ
た
そ
う
で

す
。
ま
た
、「
d
」
及
び
「
f
」
の
学

生
は
「
先
生
の
動
き
が
気
に
な
ら
な

い
し
、
黒
板
も
良
く
見
え
勉
強
を
自

分
の
ペ
ー
ス
で
で
き
る
の
で
、
こ
の

辺
に
座
る
こ
と
に
し
て
い
る
」。

　
B
教
授
は
、
も
ち
ろ
ん
、「
b
」

に
座
っ
て
い
る
学
生
を「
d
」や「
f
」

に
座
っ
て
も
ら
っ
て
も
90
点
が
と
れ

る
よ
う
に
な
る
訳
で
も
な
い
が
、
こ

れ
ら
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
効
果
あ

る
授
業
に
し
て
い
こ
う
と
思
っ
た
そ

う
で
す
。
傲
慢
な
言
い
方
と
思
い
ま

す
が
、
人
間
の
行
動
は
何
で
も
分
析

で
き
る
位
ま
で
に
、
経
済
学
は
踏
み

込
ん
で
き
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
今
後
、
中
小
企
業
経
営
者
の
方

は
、
行
動
経
済
学
の
分
析
を
注
視
し

た
い
も
の
で
す
。 窓

側
廊
下
側

出入口

出
入
口

教壇

a b c

d e f

g h i

a・c＝殆ど座らない

b＝60～65 点

d・f＝80～90 点

g・h＝60～70 点

c＝45 点
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今
年
も
所
得
税
の
確
定
申
告
時
期

を
迎
え
ま
し
た
。
還
付
申
告
は
、
す

で
に
１
月
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
が
、

納
付
額
の
あ
る
人
に
つ
い
て
は
、
２

月
16
日
か
ら
３
月
15
日
ま
で
と
な
り

ま
す
。

　
以
下
、
令
和
３
年
分
確
定
申
告
の

ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

Ⅰ
　
確
定
申
告
の
対
象
者

１
　
確
定
申
告
が
必
要
な
人

（
主
な
例
）

①
　
個
人
で
事
業
を
行
っ
て
お
り
納

税
額
が
あ
る

②
　
不
動
産
収
入
が
あ
り
納
税
額
が

あ
る

③
　
給
与
が
年
間
２
０
０
０
万
円
を

超
え
る

④
　
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
も
ら

っ
て
い
る

⑤
　
同
族
会
社
の
役
員
等
で
そ
の
会

社
に
不
動
産
や
事
業
資
金
を
貸
し

付
け
、
使
用
料
、
利
息
等
を
受
け

取
っ
て
い
る

⑥
　
令
和
３
年
中
に
土
地
等
の
譲
渡

が
あ
っ
た

⑦
　
給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所

得
金
額
が
20
万
円
を
超
え
る

２
　
所
得
税
の
還
付
を
受
け
ら
れ
る

人（
主
な
例
）

　
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、
寄
附

金
控
除
、
配
当
控
除
、
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
を
受
け
る
人

Ⅱ
　
令
和
３
年
分
の
ポ
イ
ン
ト

１
　
確
定
申
告
関
係
書
類
に
お
け
る

押
印
義
務
の
見
直
し

　
国
税
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
税

務
署
長
そ
の
他
の
行
政
機
関
の
長
又

は
そ
の
職
員
に
提
出
す
る
確
定
申
告

関
係
書
類
に
つ
い
て
、
押
印
が
不
要

と
な
っ
て
い
ま
す
。

２
　
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例
の
延

長
等

　
消
費
税
率
10
％
へ
の
引
上
げ
に
伴

う
反
動
減
対
策
と
し
て
実
施
さ
れ
て

い
る
控
除
期
間
13
年
間
の
特
例
に
つ

い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
経

済
へ
の
影
響
を
考
慮
し
、
適
用
期
限

の
延
長
が
行
わ
れ
、
延
長
し
た
部
分

に
限
り
、
床
面
積
が
40
㎡
以
上
50
㎡

未
満
で
あ
る
住
宅
も
対
象
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
合
計
所
得
金
額
が

１
０
０
０
万
円
を
超
え
る
年
は
適
用

で
き
ま
せ
ん
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

３
　
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税

制
の
添
付
書
類
の
省
略

　
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制

（
医
療
費
控
除
の
特
例
）
に
つ
い
て
、

令
和
３
年
分
確
定
申
告
か
ら
、
こ
れ

ま
で
申
告
書
へ
の
添
付
又
は
申
告
書

の
提
出
の
際
に
提
示
が
必
要
だ
っ
た

健
康
の
保
持
増
進
及
び
疾
病
の
予
防

な
ど
の
「
一
定
の
取
組
」
を
行
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
の
添
付

等
は
不
要
と
な
り
、
医
薬
品
購
入
費

の
明
細
書
に
そ
の
取
組
に
関
す
る
事

項
を
記
載
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、
明
細
書
の
記
入
内
容
の

確
認
の
た
め
、
確
定
申
告
期
限
等
か

ら
５
年
間
、
税
務
署
か
ら
証
明
書
類

の
提
示
又
は
提
出
を
求
め
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、「
一
定
の
取
組
」

に
当
た
る
健
診
や
予
防
接
種
等
の
領

収
書
や
結
果
通
知
表
は
保
管
し
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

４
　
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
等
に

つ
い
て
所
得
税
と
住
民
税
で
異
な

る
課
税
方
式
を
選
択
す
る
場
合

　
個
人
住
民
税
に
お
い
て
、
特
定
配

当
等
及
び
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金

額
に
係
る
所
得
の
全
部
に
つ
い
て
源

泉
分
離
課
税
（
申
告
不
要
）
と
す
る

場
合
に
、
原
則
と
し
て
、
確
定
申
告

書
の
提
出
の
み
で
申
告
手
続
が
完
結

で
き
る
よ
う
、
確
定
申
告
書
に
お
け

る
個
人
住
民
税
に
係
る
附
記
事
項
が

追
加
さ
れ
て
い
ま
す
。

令和３年分
確定申告の
ポイント
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表１　所得税額速算表（令和3年分用）

課税総所得金額A 税率
B 控除額C 税額＝（A×B－C）×102.1％

住民税額の速算表（所得割）
超 以下 ［課税所得］ ［税率］

1,950,000円 5％ 0円（A×５％）×102.1％

一律 10％

1,950,000円 3,300,000円 10 97,500円（A×10％－97,500円）×102.1％
3,300,000円 6,950,000円 20 427,500円（A×20％－427,500）×102.1％
6,950,000円 9,000,000円 23 636,000円（A×23％－636,000）×102.1％
9,000,000円 18,000,000円 33 1,536,000円（A×33％－1,536,000）×102.1％
18,000,000円 40,000,000円 40 2,796,000円（A×40％－2,796,000）×102.1％
40,000,000円 － 45 4,796,000円（A×45％－4,796,000）×102.1％

表２　確定申告書チェック表 （令和3年分用）

区分 項　　目 チェックの内容

所
得
金
額

共 通

営業・農業・その他の事業・不動産所得等については、収支内訳書の添付が必要です。

還付申告書を提出する場合は、給与所得以外の所得が20万円以下であっても、含めて
申告します。

損益通算のできる損失は、不動産・事業・譲渡泫・山林所得です。

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

医　　療　　費
※ セルフメディケーション
税制との選択適用

補てん金は、未収であっても見積りにより控除します。

差引負担額から10万円（又は所得金額の5％か、いずれか少ない金額）を、差し引い
てありますか。
セルフメディケーション税制の場合、医薬品購入額が1万2千円超（8万8千円限度）。

医療費控除の明細書等の添付がされていますか。
領収書等は添付不要ですが、5年間は保管する必要があります。

寄 附 金 領収書、証明書等の添付等がされていますか。

特定扶養親族 扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人（平成11.1.2～平成15.1.1生まれ）で、
控除額は63万円です。

寡 婦 控 除 いわゆる「ひとり親」に該当せず、合計所得金額500万円以下の者（夫と死別の場合は
扶養親族要件なし、夫と離婚の場合は扶養親族要件あり）が対象です。

ひとり親控除 合計所得金額500万円以下、子の所得48万円以下、事実婚の状況にない、などの要
件を満たしていますか。

配 偶 者 控 除
配偶者特別控除

合計所得金額が1,000万円超なのに適用していませんか。

控除額は、最高38万円です（老人控除対象配偶者の配偶者控除は最高48万円）。

税
額
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

配 当 控 除
対象となる配当所得は、剰余金の配当等です。

控除額は、課税総所得金額1,000万円以下は10％、それを超える部分は5％になります。

住宅ローン控除

申告書の住宅借入金等特別控除欄の「居住年月日」等は、すべて記入がありますか。

添付書類の不足はないですか。
⑴　新築・中古家屋の場合
　①家屋（土地）の登記事項証明書
　②請負契約書又は売買契約書の写し
　③住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
⑵　増改築等をした家屋の場合
　 　上記⑴の各種の書類の他に「建築確認済証の写し」若しくは「検査済証の写し」又は、
「増改築等工事証明書」

そ
の
他

源泉徴収税額 未払いの源泉所得税額も含めて記載します。

申 告 納 税 額 黒字の金額は、100円未満の端数は切り捨て。

予 定 納 税 額 第一期・第二期とも、未納があっても記載して下さい。

泫一定の居住用財産以外の土地・建物等を除きます。
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令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
、
こ
れ

ま
で
努
力
義
務
で
あ
っ
た
中
小
企
業

に
お
け
る
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
措
置
が
義

務
付
け
ら
れ
ま
す
。

　
そ
こ
で
今
回
は
、
改
め
て
パ
ワ
ー

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
定
義
等
や
中
小
企

業
事
業
主
等
が
講
じ
る
べ
き
雇
用
管

理
上
の
措
置
を
ご
説
明
し
ま
す
。

　
な
お
、
大
企
業
は
す
で
に
令
和
２

年
６
月
１
日
か
ら
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　一

　改
正
概
要

　
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
は
、

「
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び

に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業

生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
」

（「
労
働
施
策
総
合
推
進
法
」）
に
よ

り
定
め
ら
れ
、
事
業
主
は
労
働
者
か

ら
の
相
談
に
応
じ
、
適
切
に
対
応
す

る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
そ
の

他
の
雇
用
管
理
上
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
が
規

定
さ
れ
ま
し
た
。

　
併
せ
て
、
労
働
者
が
パ
ワ
ー
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
相
談
を
行
っ
た

こ
と
や
事
業
主
に
よ
る
相
談
対
応
に

協
力
し
た
際
に
事
実
を
述
べ
た
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
労
働
者
に
対
し
て

解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　二

　パ
ワ
ハ
ラ
の
定
義
等

㈠
　
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
は

　
職
場
に
お
け
る
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
は
、

①
　
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た

言
動
で
あ
っ
て
、

②
　
業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲

を
超
え
た
も
の
に
よ
り
、

③
　
労
働
者
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ

る
も
の

と
さ
れ
、
①
か
ら
③
ま
で
の
要
素
を

全
て
満
た
す
も
の
を
い
い
ま
す
。

　
な
お
、「
客
観
的
に
み
て
、
業
務

上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
で
行
わ
れ

る
適
正
な
業
務
指
示
や
指
導
に
つ
い

て
は
、
職
場
に
お
け
る
パ
ワ
ー
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
に
は
該
当
し
な
い
」
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

㈡
　
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た

言
動

　
事
業
主
の
業
務
を
遂
行
す
る
に
当

た
っ
て
、
言
動
を
受
け
る
労
働
者
が

行
為
者
に
対
し
て
抵
抗
又
は
拒
絶
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
関
係
を
背
景
と

し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
指
し
ま
す
。

〈
例
〉

・
　
職
務
上
の
地
位
が
上
位
の

者
に
よ
る
言
動

・
　
同
僚
又
は
部
下
に
よ
る
言

動
で
、
言
動
を
行
う
者
が
業

務
上
必
要
な
知
識
や
豊
富
な

経
験
を
有
し
て
お
り
、
そ
の

者
の
協
力
を
得
な
け
れ
ば
業

務
の
円
滑
な
遂
行
を
行
う
こ

と
が
困
難
で
あ
る
も
の

・
　
同
僚
又
は
部
下
か
ら
の
集

団
に
よ
る
行
為
で
、
こ
れ
に

抵
抗
又
は
拒
絶
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
も
の

㈢
　
業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲

を
超
え
た
も
の

　
社
会
通
念
上
、
明
ら
か
に
業
務
上

必
要
性
が
な
い
又
は
そ
の
態
様
が
相

当
で
な
い
も
の
を
指
し
ま
す
。

〈
例
〉

・
　
業
務
上
明
ら
か
に
必
要
性

の
な
い
言
動

・
　
業
務
の
目
的
を
大
き
く
逸

脱
し
た
言
動

・
　
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
の

手
段
と
し
て
不
適
当
な
言
動

・
　
行
為
の
回
数
、
行
為
者
の

数
等
、
そ
の
態
様
や
手
段
が

社
会
通
念
に
照
ら
し
て
許
容

さ
れ
る
範
囲
を
超
え
る
言
動

中小企業の定義

業種 資本金の額また
は出資の総額

常時使用する従
業員の数

小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業（サー
ビス業、医療・福
祉等）

5,000万円以下 100人以下

卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種（製
造業、建設業、運
輸業等上記以外の
すべて）

3億円以下 300人以下

※　いずれかに該当する場合

今年４月法施行
中小企業の　
パワハラ対策
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こ
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
様
々

な
要
素
（
※
参
考
）
を
総
合
的
に
考

慮
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
個
別
の
事
案
に
お
け
る
労

働
者
の
行
動
が
問
題
と
な
る
場
合

は
、
そ
の
内
容
・
程
度
と
そ
れ
に
対

す
る
指
導
の
態
様
等
の
相
対
的
な
関

係
性
が
重
要
な
要
素
と
な
る
こ
と
に

つ
い
て
も
留
意
が
必
要
で
す
。

※
　
参
考

　
総
合
的
に
考
慮
す
る
要
素
に
は
、

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

・
　
言
動
の
目
的

・
　
言
動
を
受
け
た
労
働
者
の
問
題

行
動
の
有
無
や
内
容
・
程
度
を
含

む
当
該
言
動
が
行
わ
れ
た
経
緯
や

状
況

・
　
業
種
、
業
態

・
　
業
務
の
内
容
、
性
質

・
　
言
動
の
態
様
、
頻
度
、
継
続
性

・
　
労
働
者
の
属
性
や
心
身
の
状
況

・
　
行
為
者
と
の
関
係
性
　
等

㈣
　
労
働
者
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ

る
　
言
動
に
よ
り
労
働
者
が
身
体
的
又

は
精
神
的
に
苦
痛
を
与
え
ら
れ
、
労

働
者
の
就
業
環
境
が
不
快
な
も
の
と

な
っ
た
た
め
、
能
力
の
発
揮
に
重
大

な
悪
影
響
が
生
じ
る
な
ど
、
労
働
者

が
就
業
す
る
上
で
看
過
で
き
な
い
程

度
の
支
障
が
生
じ
る
こ
と
を
指
し
ま

す
。

　
こ
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、「
平

均
的
な
労
働
者
の
感
じ
方
」、
す
な

わ
ち
、
同
様
の
状
況
で
言
動
を
受
け

た
場
合
に
、
社
会
一
般
の
労
働
者

が
、
就
業
す
る
上
で
看
過
で
き
な
い

程
度
の
支
障
が
生
じ
た
と
感
じ
る
よ

う
な
言
動
で
あ
る
か
ど
う
か
を
基
準

と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

㈤
　
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
類
型

　
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
パ
ワ
ー

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
、
次
の
六
つ
に
分

類
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
　
身
体
的
な
攻
撃

②
　
精
神
的
な
攻
撃

③
　
人
間
関
係
か
ら
の
切
り
離
し

④
　
過
大
な
要
求

⑤
　
過
小
な
要
求

⑥
　
個
の
侵
害

　
同
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
、
同
省
が
設
け
た
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
の
総
合
情
報
サ
イ
ト
（
あ
か
る
い

職
場
応
援
団
）
に
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
具
体
例

が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
社
内

で
対
策
を
講
じ
る
際
は
参
考
に
さ
れ

る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　三

　雇
用
管
理
上
の
措
置

　
中
小
企
業
の
事
業
主
等
に
義
務
付

け
ら
れ
た
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を

防
止
す
る
た
め
に
雇
用
管
理
上
講
ず

べ
き
措
置
を
挙
げ
る
と
、
以
下
の
と

お
り
で
す
。

㈠
　
事
業
主
の
方
針
の
明
確
化
及
び

そ
の
周
知
・
啓
発

①
　
次
の
こ
と
を
明
確
化
し
、
管
理

監
督
者
を
含
む
労
働
者
に
周
知
・

啓
発
す
る
。

・
　
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
内

容
・
　
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
行

っ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
方
針

②
　
行
為
者
に
つ
い
て
は
、
厳
正
に

対
処
す
る
旨
の
方
針
・
対
処
の
内

容
を
就
業
規
則
等
の
文
書
に
規
定

し
、
管
理
監
督
者
を
含
む
労
働
者

に
周
知
・
啓
発
す
る
。

㈡
　
相
談
（
苦
情
を
含
む
）
に
応
じ
、

適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な

体
制
の
整
備

①
　
相
談
窓
口
を
あ
ら
か
じ
め
定

め
、
労
働
者
に
周
知
す
る
。

②
　
相
談
窓
口
担
当
者
が
、
内
容
や

状
況
に
応
じ
適
切
に
対
応
で
き
る

よ
う
に
す
る
。
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
が
現
実
に
生
じ
て
い
る
場
合

だ
け
で
な
く
、
発
生
の
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
や
、
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
に
該
当
す
る
か
否
か
の
微
妙

な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
広
く
相
談

に
対
応
す
る
。

㈢
　
事
後
の
迅
速
か
つ
適
切
な
対
応

①
　
事
実
関
係
を
迅
速
か
つ
正
確
に

確
認
す
る
。

②
　
事
実
関
係
の
確
認
が
で
き
た
場

合
に
は
、
速
や
か
に
被
害
者
に
対

す
る
配
慮
の
た
め
の
措
置
を
適
正

に
行
う
。

③
　
事
実
関
係
の
確
認
が
で
き
た
場

合
に
は
、
行
為
者
に
対
す
る
措
置

を
適
正
に
行
う
。

④
　
再
発
防
止
に
向
け
た
措
置
を
講

ず
る
。

㈣
　
併
せ
て
講
ず
べ
き
措
置

①
　
相
談
者
・
行
為
者
等
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
じ
て
、
労
働
者
に
周

知
す
る
。

②
　
事
業
主
に
相
談
し
た
こ
と
、
事

実
関
係
の
確
認
に
協
力
し
た
こ

と
、
都
道
府
県
労
働
局
の
援
助
制

度
を
利
用
し
た
こ
と
等
を
理
由
と

し
て
、
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取

扱
い
を
さ
れ
な
い
旨
を
定
め
、
労

働
者
に
周
知
・
啓
発
す
る
。
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　雑誌等出版社は、業界がどのように変わ
るのか、どのような方向に向け努力してい
るのか等の記事を掲載します。
　社会とそこで生活し働く人々が、それぞ
れ求めることが変っていくので、当然、業
界は変化し、多くの人がそのことに関心を
持っています。
　雑誌の中で手短に業界全体の動き、例え
ば、新しい業界・新しい職種を知るには「業
界地図」（出版社により名称は異なりますが）
といった本が便利です。
　A出版社は、毎年、翌年の動きを予想し
た業界地図を発表します。A社の2021年
発表（2022年度予想）は、表の通りで、コ
ロナ禍後の注目される業界（企業・団体）
です。
　変化の大きいことが見て取れますが、注
目するのは大手企業等が成長戦略として既
に着手していることです。

2022年・注目業界（2021年・8月出版）

 1 カーボンニュートラル
 2 水素ビジネス
 3 サーキュラーエコノミー
 4 グリーンエコノミー
 5 フードテック
 6 木材
 7 スーパーシティ
 8 IoT住宅
 9 AIベンチャー
 10 サイバーセキュリティ
 11 クラウドファンディング
 12 パーソナル情報利用
 13 介護・医療ロボット
 14 スリープマネジメント
 15 治療アプリ
 16 ワーケーション

業界地図

　多くの会社を見ている経営コンサルタン
ト・A氏は「日報は会社の実態を映す鏡だ」
と言います。
　日報の役割の一つは「報告」です。仕事
を任せられたといっても、報告を怠けてい
たら仕事が終わったことになりません。
　次のステップとして、「行動報告書」的な
日報から次への「行動予定」を書けるよう
にする「計画書」的な日報へ進むことにな
ります。
　当初は、行動予定欄を埋めることは難し
いと感じます。それは考えなければ埋める
ことができないからなので「考える」こと
が重要になります。
　受け身体質や成り行き体質からの前進で
す。日報の内容は、「事実」だけでなく、「感
じたこと」や「考えたこと」を書くようにし
ます。
　日報の終局的な目標は、社長が日報の情
報を意思決定につなげていくことでしょう。

日報
　警
備
の
仕
事
に
は
、
咄
嗟
の
判
断

に
迫
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　そ
の
判
断
が
正
し
か
っ
た
か
ど
う

か
は
、
結
果
で
し
か
評
価
で
き
ま
せ

ん
が
、
事
前
に
判
断
基
準
を
決
め
て

お
く
こ
と
は
で
き
ま
す
。

　ミ
ニ
マ
ッ
ク
ス
基
準
と
い
う
考
え

方
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　例
え
ば
、「
V
I
P
の
よ
う
だ
が
、

不
審
者
か
も
し
れ
な
い
者
が
来
た

時
、
入
館
を
認
め
る
か
、
認
め
な
い

か
。」

①

　入
館
を
認
め
る
…
…
最
悪
な
結

果
は
、
入
館
を
認
め
た
人
物
が
不

審
者
で
あ
っ
た
。

②

　入
館
を
認
め
な
い
…
…
入
館
を

認
め
な
か
っ
た
人
物
が
V
I
P
で

あ
っ
た
。

　①
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
謝
罪
で

は
済
ま
な
い
ケ
ー
ス
、
②
は
ク
ラ
イ

ア
ン
ト
に
謝
罪
で
済
む
か
も
し
れ
な

い
ケ
ー
ス
で
す
。
ミ
ニ
マ
ッ
ク
ス
基

準
と
は
、よ
り
良
い
結
果
を
選
ぶ（
事

例
で
は
②
を
選
ぶ
）
方
法
で
す
。

ミ
ニ
マ
ッ
ク
ス
基
準

発行


